
沿道みどりの推進事業 交付申請後の流れ 

春と秋に花を植える場合を想定しています。 

 

〈手順①〉 市から補助金の交付決定通知書を受け取ります。 

・申請してから約２週間後に市から「白井市沿道みどりの推進事業補助金交付決定通知書」が郵送されます。 

 大切に保管して下さい。 

 

〈手順②〉 春にフラワーショップなどで草花等を購入します。 

・申請書に記入した春の草花などをお店で購入して下さい。 

・申請書に書いていない草花でも樹木でなければ購入してもＯＫです（補助の対象になります）。 

注意！ 補助金の対象になる物は草花（樹木以外）、土、肥料、植木鉢、プランターです。 

※仮にこれ以外の物を自費で購入する場合は、これらと一緒に購入しないようにしましょう。 

 

・購入する際に、必ず「何をいくらで購入したのかわかる」領収書をお店からもらってください。 

これが、あなたたちが「何にいくらお金を出して買ったか」の証拠になります。 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・もしも、領収書に費用の内訳が記載されない場合は、領収書と一緒に内訳が記載されているレシートなどを 

もらってください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

領収書の良い例 領収書の悪い例 

 

領収書 

サ ル ビ ア ２０個  2,000円 

ベ コ ニ ア １０個  1,000円 

マリーゴールド １０個  1,000円 

有機培養土１４ℓ ２ 袋   600円 

プランター ５ 個   700円 

 

合計 5,300円 

領収書 

一式  5,300円 

【ダメな理由】 

何にいくらお金がかかったのか 

確認出来ない… 

【ダメな理由】 

何にいくらお金がかかったのか 

確認出来ない… 

何にいくらお金がかかったのか 

明確に確認できる良い例です。 

領収書 

一式  5,300円 
＋ 

レシート 

サ ル ビ ア ２０個  2,000円 

ベ コ ニ ア １０個  1,000円 

 １０個  1,000円 

 ２ 袋   600円 

プランター ５ 個   700円 

 

合計 5,300円 

プラス 

組合せ例 



 

〈手順③〉 実施する場所に春の草花等を植える活動を行います。 

・申請した場所で草花等の植栽活動を行なってください。 

 

 

〈手順④〉 植えた場所の維持管理を行います。 

・植栽活動の実施場所が荒れないように維持管理に努めて下さい。 

・草花が咲いたら写真を撮影してください。実績報告の際に必要になります。 

 

〈手順⑤〉 秋にフラワーショップなどで草花等を購入します。 

・購入方法などのルールは〈手順②〉と同じです。〈手順②〉を参考に購入して下さい。 

注意！ 補助金の交付の上限金額は１万円です。１万円を超えてしまった場合、超えた金額分は 

自費になってしまいますのでご留意ください。 

 

<例> 

 

 

 

→もらえる補助金額 １０，０００円 （超えてしまった１，３００円は自費） 

 

 

 

〈手順⑥〉 実施する場所に秋の草花等を植える活動を行ないます。 

・申請した場所で草花等の植栽活動を行なってください。 

・草花が咲いたら写真を撮影して下さい。実績報告の際に必要になります。 

 

〈手順⑦〉 市に実績報告を行います。 

・秋の草花などの植栽が終わったら市に実績報告書を提出してください。 

※実績報告書の提出期限は、年度末までですが、秋の植栽活動が終わったら提出するようにしましょう。 

 

 

 

・白井市沿道みどりの推進事業実績報告書（別記第７号様式） 

・購入した草花等の領収書 

・植栽した草花の写真（令和４年度から必要になります。） 

 

 

 

 

春の活動にかかった費用 

５，３００円 

秋の活動にかかった費用 

６，０００円 
＋ ＝ 

合計 

１１，３００円 

実績報告に必要な物 

これらを揃えて、環境課の窓口に提出して下さい。 



〈実績報告書記入の際の注意点〉 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〈手順⑧〉 市から補助金の交付確定通知書を受け取ります。 

・申請してから約１週間後に市から「白井市沿道みどりの推進事業補助金交付確定通知書」が郵送されます。 

 大切に保管して下さい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（例）１０，０００ 

（例） ９，８２８ 

（例）白井市○○△△－□□ 

９，８００ 

この報告書の提出日を 

記入して下さい。 

交付決定通知書に記載

された日付を記入して

下さい。 

交付決定通知書に記載

された指令番号を記入

して下さい。 

交付決定通知書に記載

された決定金額を記入

して下さい。 

実際にかかった金額を

記入して下さい。 

領収書の合計金額と 

同じになります。 

申請書と同じ実施場所の住所を 

記入して下さい。 

申請書と同じになるように

記入して下さい。 



 

〈手順⑨〉 市に補助金の交付請求を行います。 

・交付確定通知書を受け取ったら、市に補助金交付請求書を提出してください（郵送可）。 

 

〈請求書記入の際の注意点〉 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※振込先への入金は請求書が提出されてから１～２週間ほどのお時間がかかります。ご了承ください。 

 

 

 

 

 

 

 

この請求書の提出日を 

記入して下さい。 

申請書と同じになるように 

記入して下さい。 

交付確定通知書に記載された 

指令番号を記入して下さい。 

交付確定通知書に記載された 

金額を記入して下さい。 

振込先を記入して下さい。 

申請者と違う名義の口座で 

あっても構いません。 

交付確定通知書に記載された 

日付を記入して下さい。 

（例）９，８００円 



 

〈その他〉 実績報告書提出時に請求書を提出する方法。 

・〈手順⑦〉の実績報告を行うときに、実績報告書と一緒に請求書の提出が可能です。 

 その際は、次の注意点を必ず守ってください。 

 

〈実績報告書と一緒に提出する場合の請求書記入の注意点〉 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

以上となります。この資料でご不明な点がございましたら。お手数をおかけしますが下記の連絡先まで 

ご連絡願います。 

 

 

 

 

記入しないで下さい。 

申請書と同じになるように 

記入して下さい。 
記入しないで下さい。 

記入しないで下さい。 

記入しないで下さい。 

※窓口で記入して頂きます。 

振込先を記入して下さい。 

申請者と違う名義の口座で 

あっても構いません。 

白井市役所 市民環境経済部環境課 

環境保全係 

電話番号：047-401-5409 

Ｆａｘ番号：047-492-3070 

メールアドレス：kankyou@city.shiroi.chiba.jp 


